
 

富山県立大学大学院情報工学研究科入学者選抜規程 

令和７年４月１日制定  

 （趣旨） 

第１条 この規程は、富山県立大学大学院情報工学研究科入学者の選抜に関し

必要な事項を定めるものとする。  

 （入学者試験の実施等）  

第２条 富山県立大学大学院情報工学研究科入試・学生募集委員会（以下「委

員会」という。）は、学長を補佐し、入学試験の企画、実施の総括及び運営に

当たる。 

 （会議）  

第３条 委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、入学試験の企画及び実

施の円滑適正を期するため、委員会の会議を招集するものとする。  

 （報告）  

第４条 委員長は、前条の会議及び入学者選抜業務に関する記録を作成し、そ

の経過及び結果を、文書をもって学長及び入試・学生募集部長に報告しなけ

ればならない。  

 （専門委員）  

第５条 入学者の選抜について委員会の職務を分担させるため、委員会に、専

門委員として学力検査委員を置く。   

２ 前項の専門委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生

じた場合の補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （学力検査委員）  

第６条 学力検査委員は、学力検査教科目ごとの学力検査問題の作成及び答案

の採点並びに面接等に関する事務を分掌し、その結果を整理して、委員会に

提出する。  

２ 学力検査委員は、主査及び委員とし、主査は、分掌事務を総括する。 

３ 主査は、原則として教授のうちから、学長が任命する。  

４ 委員は、若干人とし、学長が任命し、又は委嘱する。 

 （欠格事由） 

第７条 任期中に本学大学院への入学を志願する者が配偶者又は２親等以内の

親族にある教職員は、第５条第１項に定める委員に就くことができない。 

 （合格者の原案作成） 

第８条 合格者の原案の作成に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 （合格者の決定）  



 

 

第９条 学長は、合格者の原案を情報工学研究科委員会に提出し、その意見を

聴き、合格者を決定する。 

２ 学長は、前項に規定する合格者の決定後、これを速やかに教育研究審議会

に報告する。 

 （細則）  

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、

学長が定める。  

   附 則  

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日から令和８年３月31日までの間は、第１条中「富山県

立大学大学院情報工学研究科」とあるのは「令和８年４月１日に設置予定の

富山県立大学大学院情報工学研究科」と、第９条第１項中「情報工学研究科

委員会」とあるのは「情報工学部教授会」と読み替えるものとする。 


